
業務委託契約書（一般委託）

株式会社サンプル商事（以下「甲」という）と山田　太郎（以下「乙」という）
は、甲が乙に対し業務を委託することにつき、以下のとおり契約（以下「本契約」
という）を締結する。

第1条（業務内容）
甲は乙に対し、以下の業務を委託し、乙はこれを受託する。
（1）営業支援コンサルティング業務
（2）営業資料の作成・改訂

第2条（契約期間）
本契約の有効期間は、令和7年6月1日から令和8年5月31日までとする。

第3条（報酬）
甲は乙に対し、本業務の対価として月額金 300,000 円（消費税別）を支払う。
乙は毎月末日締めで請求書を発行し、甲は翌月末日までに乙の指定する銀行口座に振り込む。

第4条（業務遂行）
乙は善良な管理者の注意をもって本業務を遂行する。乙は本業務の遂行方法、時間、場所について自己の裁量で
決定するものとし、甲は乙に対して具体的な指揮命令を行わない。

第5条（知的財産権）
本業務に伴い創出された成果物の知的財産権は、甲が乙に対し本契約に基づく対価を全額支払った時点で乙から
甲に移転する。

第6条（秘密保持）
甲および乙は、本契約に関連して知り得た相手方の秘密情報を、相手方の事前の書面承諾なく第三者に開示・漏
洩してはならない。

第7条（損害賠償）
本契約上の義務違反により相手方に損害を与えた場合、その損害（直接損害に限る）を賠償する。賠償額の上限
は、直近12ヶ月分の報酬総額を超えないものとする。

第8条（解除）
相手方が本契約上の義務に違反し、相当期間の催告をしても是正されない場合、本契約を解除できる。

第9条（協議事項）
本契約に定めのない事項は、甲乙誠意をもって協議のうえ解決する。

第10条（管轄）
本契約は日本法に準拠し、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。

令和 7 年 5 月 10 日

（甲）東京都千代田区サンプル町1-2-3
　　　株式会社サンプル商事　代表取締役　佐藤　次郎　印

（乙）東京都新宿区サンプル町4-5-6
　　　山田　太郎　印

※ これは記入例です。実際の内容はご自身の状況に合わせて記入してください。


